
１　排水区域

処　理　区 方式

第２処理区

２　地域別排水区

区域 排水区 区域 排水区
１丁目 3
２丁目 3

　 1番～ 8番
9番10号～16号 9番 1号～ 9号
12番12号～20号 10番～11番
13番 6号～20号 12番 1号～11号
14番13号～21号 13番 1号～ 5号

15番～17番 13番21号
18番 1号～11号 14番 1号～12号
18番15号～28号 14番22号～24号
20番 9号～17号 18番12号～14号

21番～29番 19番
　 20番 1号～ 8号

４丁目 2
１丁目 6番～33番 1 1番～ 5番 2
２丁目 2
３丁目 1
４丁目 2
５丁目 2
１丁目 1
２丁目 1

35番1号～ 2号 1番～34番
35番 9号～18号 35番 3号～ 8号

36番 37番～38番
1番～20番 21番～23番

35番 24番～34番
1番 2番～ 3番

4番～ 6番 7番
8番 1号 8番 2号～11号

8番12号～20号 9番～28番
４丁目 3
１丁目 3
２丁目 3
３丁目 3
４丁目 3

５丁目 右記以外 3
11番20号(総合体
育館､市営ﾌﾟｰﾙ)

5

処 　　　理　 　　場

森ケ崎水再生センター

第３処理区

森ケ崎水再生センター

落合水再生センター

清瀬水再生センター

第１処理区

　排　　　　　水　　　　　区

１　神田川排水区

２　善福寺川排水区（原橋）

３　　　　〃　　　（原寺分橋）

全　域

吉祥寺南町

御　殿　山
全　域
全　域

全　域
全　域
全　域
全　域

1

3

２丁目 1 3

１丁目 2

3

全　域

吉祥寺北町

全　域
全　域
全　域
全　域

吉祥寺本町

３丁目

町丁目

吉祥寺東町

合流

分流

3

全　域

４　野川排水区

５　石神井川排水区（緑町、八幡町）

６　　　　〃　　　（桜堤三丁目）

全　域

３丁目 2



１丁目 3
２丁目 3
３丁目 3
１丁目 3
２丁目 3
３丁目 3
１丁目 3

1番 2番～ 3番
４番～ ５番 ６番

2番10号～15号 3 1番
　 　 2番 1号～ 9号
　 　 3番～ 9番

１丁目 3
２丁目 1番 3 2番～ 6番 5

1番
2番 1号～13号 2番14号～19号
2番20号～38号 3番 7号～24号
3番 1号～ 6号 4番 4号～20号
3番25号～35号 5番～ 7番
4番 1号～ 3号 8番 7号～25号
4番21号～25号 　
8番 1号～ 6号 　

４丁目 5
１丁目 3
２丁目 3
３丁目 3
４丁目 3
５丁目 3
１丁目 4
２丁目 4
３丁目 4
４丁目 4
５丁目 4
１丁目 4
２丁目 4
３丁目 4
４丁目 4
５丁目 4
１丁目 4
２丁目 4
３丁目 6

全　域
全　域

全　域
全　域

全　域
全　域
全　域
全　域

全　域
全　域
全　域
全　域

全　域
全　域
全　域
全　域
全　域
全　域
全　域
全　域

全　域

全　域

２丁目 3

西久保
全　域
全　域
全　域

桜　　　堤

5

３丁目 5

八幡町

全　域

３丁目 3

関　　　前

　境

境南町

5

全　域

  緑　　　町

中　　　町


